
船舶事故調査報告書 

令和４年８月３１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和４年１月１９日 ０８時３０分ごろ 

発生場所 北海道厚
あっ

岸
けし

町厚岸漁港東方沖（厚岸町厚岸湖） 

 厚岸港南防波堤灯台から真方位０８３°３.４海里付近 

 （概位 北緯４３°０２.９′ 東経１４４°５４.５′） 

事故の概要  漁船須
す

賀
が

丸は、漂泊中、船長が落水して負傷した。 

事故調査の経過 令和４年４月６日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 須賀丸、１.５トン 

ＨＫ３－１２０４７７（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 軽傷 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ３、視界 良好 

水象：湖面 平穏、水温 約０～３℃ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、かき
．．

養殖施設の点検を行う目的

で、自宅付近の係留地を出発した。 

船長は、‘南北方向に延びるかき
．．

養殖施設’（以下「本件養殖施設」

という。）への着氷を心配し、浮き玉を揚収して本件養殖施設の沈み

具合を調整することにした。 

船長は、本船の船外機を停止して同船を漂泊させた状態で、左舷船

尾部から長さ約２～３ｍの爪竿を使用して浮き玉を船体近くまで引き

寄せ、爪竿の柄
え

を船
ふな

縁
べり

（船外側）に立てかけた後、船外に身を乗り出

して本件養殖施設から浮き玉を外す作業を行っていたところ、北寄り

の風を受け、船体が本件養殖施設から離れて流されるとともに爪竿の

柄が動揺し、爪竿の柄に背中を押されて体勢を崩して落水した。 

船長は、一旦浮き玉に掴
つか

まって、数ｍ離れた位置に流されていた本

船に戻ろうと試みたが、浮き玉に掴まったまま声を出して救助を求め

ていたところ、付近にいた僚船の船長が気付いて来援し、救助され

た。 

船長は、僚船で陸上に運ばれた後、救急車で厚岸町内の病院に搬送

され、低体温症と診断された。 

 

船長は、本事故当時、小型船舶用救命胴衣、ゴム長靴等を着用して

いた。 

船長は、落水した際、スマートフォンを携行していたものの、慌て



ていたので、使用するには思い至らなかったと本事故後に思った。 

分析  本船は、漂泊中、船長が、船縁（船外側）に爪竿が不安定に立てか

けられた状態で、船外に身を乗り出して本件養殖施設から浮き玉を取

り外す作業を行っていたところ、風力３の北北西風を受け、船体が本

件養殖施設から離れて流されるとともに爪竿の柄が動揺したことか

ら、爪竿の柄に背中を押されて体勢を崩し、落水して負傷したものと

考えられる。 

原因  本事故は、本船が漂泊中、船長が、船縁（船外側）に爪竿が不安定

に立てかけられた状態で、船外に身を乗り出して本件養殖施設から浮

き玉を取り外す作業を行っていたところ、風力３の北北西風を受け、

船体が本件養殖施設から離れて流されるとともに爪竿の柄が動揺した

ため、爪竿の柄に背中を押されて体勢を崩し、落水したことにより発

生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・乗組員は、爪竿を使用した後、他の作業を行う際には、爪竿を安

全な場所に置いておくこと。 

・小型の漁船に１人で乗り組む者は、落水した場合に備え、縄ばし

ご等を準備しておくことが望ましい。 

 


